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　施設基準の届出を行った保険医療機関は、毎年７月

１日現在の現況を地方厚生（支）局長（近畿厚生局指

導監査課）に定例報告する。報告の内容は、「施設基

準等の届出状況等の報告」と「施設基準の適合性の確

認」の２つである。書面は近畿厚生局から保険医療機

関に郵送される。

　施設基準の煩雑化によって厚生局に寄せられている

ＦＡＱを交えて解説する。

１．「施設基準等の届出状況等の報告」１．「施設基準等の届出状況等の報告」
　報告様式①～③それぞれの様式につき、診療実績の

ない場合や施設基準の届出をしていない場合は報告の

提出は不要となる。

１）報告様式①１）報告様式①
選定療養及び歯科衛生実地指導等の実施状況選定療養及び歯科衛生実地指導等の実施状況
報告書（別紙様式５） 報告書（別紙様式５） 

　選定療養は金属床総義歯などの実施状況、歯科衛生

実地指導料または訪問歯科衛生指導料の算定実績を報

告する。

２）報告様式②２）報告様式②
歯科点数表の初診料の注１の施設基準に係る歯科点数表の初診料の注１の施設基準に係る
報告書（様式２の７）報告書（様式２の７）

　院内感染防止対策の実施や研修の受講歴について報

告する。歯初診は、2022年診療報酬改定で研修の要件

が変更となっている。

【改定後の研修要件】

歯科外来診療の院内感染防止に係る標準予防策および
新興感染症に対する対策の研修を４年に１回以上

【記載のポイント】

①歯科用ハンドピースの保有数の欄

３）報告様式③３）報告様式③
在宅療養支援歯科診療所１又は２の施設基準在宅療養支援歯科診療所１又は２の施設基準
に係る報告書（様式18の２）に係る報告書（様式18の２）

　訪問診療の割合（６月）、訪問診療と歯科疾患在宅

療養管理料の実績（４～６月）を報告する。

　2022年診療報酬改定で在宅療養支援歯科診療所（歯

援診）１の施設基準要件のうち訪問診療１または２の

算定実績が、年間15回から18回に引き上げられた。歯

援診２の要件は、年間４回以上と引き下げられてい

る。2022年３月末において歯援診１を届け出ている医

療機関は、2023年３月末まで新基準を満たしているも

のとして経過措置が設けられている。

　歯援診１を継続する場合は、今回の報告とは別に、

2023年３月末までに再度の届出が必要となる。歯援診

２の届出をしている医療機関が引き続き歯援診２の要

件を満たす場合、再度の届出は必要ない。

２．「施設基準の適合性の確認」２．「施設基準の適合性の確認」
　届け出ている施設基準について自己点検する。届出

しているすべての施設基準において要件を満たしてい

る場合や届け出ている施設基準がない場合は、「施設

基準の適合性の確認について（報告）」の提出は不要

となる。

　施設基準要件の自己点検の結果、要件を満たさない

ものがある場合、この報告に施設基準の名称を記載し

「辞退届」を添えて提出する。

施設基準届出状況はこちらから閲覧可 

「施設基準等の定例報告」の提出「施設基準等の定例報告」の提出

　近畿厚生局から７月中旬頃送られてくる様式に必要

事項を記載し、近畿厚生局指導監査課に７月29日まで

に郵送する。やむを得ず報告が遅延する場合は、その

旨を申し出る。

　封筒の表面には、朱書きで「定例報告在中」とす

る。

　報告様式を紛失された場合、近畿厚生局HPもしくは

協会HP「新着情報」でデータが取得できる。

報告様式のダウンロードはこちら 

記載例　歯科点数表の初診料の注１の施設基準に係る報告書一部抜粋（受講歴）

　以下の一般的名称の機器の保有数の合計を記載す

る。

　・歯科用ガス圧式ハンドピース

　・歯科用電動式ハンドピース

　・ストレート、ギアードアングルハンドピース

　・歯科用空気駆動式ハンドピース

②院内感染防止対策の受講歴
　新基準の要件を満たした研修の受講歴を記載する。

ただし、2022年３月末までに届け出た保険医療機関の

場合、旧基準の研修の受講歴を記載する。その場合、

４年以内でなくても可能（記載例参照）。また、研修

の修了証の添付は不要。

③院内研修
　保険医療機関における院内研修の実施状況について

は、院内で職員に対して実施した研修内容にチェック

をする（複数可）。

2023年３月末までに受講を
　2022年３月末において届出をしている保険医

療機関は、2023年３月末まで新基準の要件を満

たしたものとして経過措置が設けられている。

猶予期間終了までに新基準の要件を満たした研

修を受講する必要がある。協会では、新基準を

満たす研修を開催している（開催日程は３面）。

施設基準等の定例報告施設基準等の定例報告
社保研究部だより

厚生局FAQ：選定療養
Ｑ ：これまで報告を行っている価格と相違はない
が、報告の必要はあるか。
Ａ ：前年７月１日から当年６月30日の間に全項目
の診療実績がない場合は、報告の必要はないが、
期間内に診療実績がある場合には、価格の変更が
ない場合であっても報告は必要。
Ｑ ：これまで報告を行っている価格と相違がある場
合、何か手続きが必要か。
Ａ ：これまでの報告と価格の相違がある場合には、
定例報告とは別に、速やかに変更の報告が必要。

厚生局FAQ：歯初診注１
Ｑ ：歯科点数表の初診料の注１に規定する施設基準
の届出を行っているが、報告の必要はあるか。

Ａ ：院内感染対策の実施状況等について毎年報告が
必要。

Ｑ ：常勤歯科医師の院内感染防止対策に関する研修
の受講歴について、４年以内の受講について記載
することとなっているが、７月１日時点で４年以
内ということか。

Ａ ：７月１日時点で、過去４年以内に受講している
研修を記載する。

 　なお、2022年度診療報酬改定により受講が必要
な項目として追加された「標準予防策及び新興感染
症に対する対策」については、経過措置（受講の猶
予期間）が設けられていることから、2022年３月
31日において、現に歯科点数表の初診料の注１の
届出を行っている保険医療機関で、過去４年以内に
「標準予防策及び新興感染症に対する対策」に関す
る研修の受講歴がない場合は、2022年度改定前の
基準における院内感染防止対策に係る研修の受講歴
を記載する。

　また、上記経過措置に該当する場合は、「標準予
防策及び新興感染症に対する対策」に関する研修を
2023年３月31日まで（2021年４月１日から
2022年３月31日までに2022年度改定前の基準に
おける研修を受けている保険医療機関にあっては、
当該受講日から２年を経過する日まで）に受講する
こと。
※ 新型コロナウイルス感染症の影響により受講予定
の研修が延期され４年以内の受講歴が記載できな
い場合は、直近の受講歴について記載する。
　 その場合には、届出を辞退する必要はないが、研
修が実施できるようになった場合は、速やかに本
来予定していた研修を受講すること。

〒540-0011
大阪市中央区農人橋1-1-22　大江ビル８階
近畿厚生局　指導監査課宛て
 定例報告在中
 （朱書き）　

３ 　常勤歯科医師の院内感染防止対策（標準予防策及び新興感染症に対する対策に関する研修の受講歴等
（４年以内の受講歴を記載すること。但し、下記※に該当する場合は、当該受講歴を記載すること）

受講者名
（常勤歯科医師名）

研修名
（テーマ） 受講年月日 当該研修会の主催者

保険医 太郎 Ⓐ Ⓑ 大阪府歯科保険医協会

※ 　令和４年度診療報酬改定により受講が必要な項目として追加された「標準予防策及び新興感染症に対す
る対策」については、経過措置（受講の猶予期間）が設けられていることから、令和４年３月31日におい
て、現に歯科点数表の初診料の注１の届出を行っている保険医療機関で、過去４年以内に「標準予防策及
び新興感染症に対する対策」に関する研修の受講歴がない場合は、令和４年度改定前の基準における院内
感染防止対策に係る研修の受講歴を記載すること。
　 　なお、上記経過措置に該当する場合は、「標準予防策及び新興感染症に対する対策」に関する研修を令
和５年３月31日まで（令和３年４月１日から令和４年３月31日までに令和４年度改定前の基準における研
修を受けている保険医療機関にあっては、当該受講日から２年を経過する日まで）に受講すること。

Ⓐ修了証に記載された研修名を記入
Ⓑ受講年月日： 直近の受講歴を記入（2022年３月末までに届け出た医療機関は４年以内でなくても可）


